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   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○再開・開議 

           午後１時 00分再開 

○議長【恩道正博君】 傍聴の皆様には、本

会議の傍聴にお越しをいただき、まことにあ

りがとうございます。 

 ただいまの出席議員は、12 名であります。

よって、会議の定足数に達しておりますので、

これより平成 30 年内灘町議会定例会を再開

し、直ちに９月会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議録署名議員の指名 

○議長【恩道正博君】 日程第１、会議録署

名議員の指名を行います。 

 ９月会議の会議録署名議員は、会議規則第

120 条の規定により、議長において、５番生

田勇人議員、７番藤井良信議員を指名いたし

ます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○審議期間の決定 

○議長【恩道正博君】 日程第２、審議期間

の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。９月会議の審議期間は、

本日から９月 19 日までの 16 日間といたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【恩道正博君】 ご異議なしと認めま

す。よって、９月会議の審議期間は、本日か

ら９月 19 日までの 16 日間と決定いたしまし

た。 

 なお、期間中の会議予定につきましては、

お手元に配付いたしました案のとおりであり

ますので、ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【恩道正博君】 日程第３、諸般の報

告を行います。 

 ９月会議に説明のため説明員として出席す

るよう地方自治法第 121 条の規定により要求

いたしましたところ、説明のため出席をして

いる者の職、氏名は、別紙説明員一覧表とし

てお手元に配付しておきましたので、ご了承

願います。 

 なお、川口議員から、体調不良のため、本

日の会議を欠席する旨の届け出がありました

ので、ご了承願います。 

 次に、監査委員から平成 30 年５月分、６

月分及び７月分の例月出納検査結果の報告が

ありましたので、写しをお手元に配付してお

きましたから、ご了承願います。 

 次に、報告第４号として、町長から地方公

共団体の財政の健全化に関する法律第３条第

１項及び第 22 条第１項の規定により、平成

29 年度決算に基づく内灘町健全化判断比率

等についての提出があり、また、地方自治法

第 243 条の３第２項の規定により、社会福祉

法人内灘町福祉会及び社会福祉法人内灘町社

会福祉協議会に係る経営状況についての報告

書の提出があり、報告第５号及び第６号とし

て議案の後段に掲載してありますので、ご了

承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【恩道正博君】 日程第４、議案第

50 号平成 30 年度内灘町一般会計補正予算

（第２号）から議案第 55 号財産の取得につ

いて〔クレーン付資機材搬送車 １台〕まで

及び認定第１号平成 29 年度内灘町一般会計

歳入歳出決算認定についてから認定第７号平

成 29 年度内灘町水道事業会計決算認定につ

いてまでの 13 議案を一括して議題といたし

ます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【恩道正博君】 提出議案に関し、こ

れより町長から提案理由の説明を求めます。

川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 本日ここに、平成

30 年内灘町議会９月会議が開催されるに当
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たり、本会議に提出しております議案の提案

理由並びにその概要についてご説明申し上げ

ます。議員各位並びに町民の皆様のご理解と

ご協力を賜りたいと存じます。 

 さて、現在、ことし最強クラスと言われる

非常に強い台風 21 号が近づいております。

石川県にはきょう夕方最接近し、その影響が

懸念されるところでございます。 

 本町では、台風の進路など気象状況を注視

しながら、防災担当部局を中心として全庁を

挙げて厳戒態勢をしき対応に当たっていると

ころでございます。 

 ことしは、大雨や台風による被害が全国で

相次いで発生しております。中でも、６月

28 日から７月８日にかけて降り続いた雨に

より、西日本を中心に広い範囲に甚大な被害

をもたらした西日本豪雨は、記憶に新しいと

ころでございます。この豪雨により、多くの

地域で河川の氾濫や浸水害、大規模な土砂災

害が発生し、200 人を超えるとうとい生命が

失われ、今も多くの方々が避難生活を余儀な

くされております。 

 被災された方々に対しまして、心からお悔

やみとお見舞いを申し上げるとともに、一日

も早い復旧と復興をお祈り申し上げます。 

 また、石川県内では、８月 31 日に活発な

前線の影響により、能登地方を中心に猛烈な

雨となりました。七尾市、志賀町など４市町

で、一時、２万人以上に避難指示が出され、

複数の河川が氾濫し、住宅の浸水や道路の冠

水などの被害が生じるなど住民生活に多大な

影響を与えました。 

 災害はいつ、どこで起きるかわかりません。

私は、町民の生命・財産を守る安全・安心対

策を何よりも優先すべきと考えております。 

 このような中、町では今年度、緑台に南部

地区における防災対策のかなめとなる地域防

災センターの整備を進めるほか、的確かつ迅

速な情報伝達力を高めるため、新型Ｊ－ＡＬ

ＥＲＴ受信機の導入や防災行政無線のスピー

カーの増設などにも取り組んでおります。 

 また、毎年実施しております町の総合防災

訓練を、今年度は９月 30 日に白帆台小学校

校下の宮坂及び白帆台地区を対象に実施いた

します。今回の訓練は、局地的な大雨により、

河北潟が氾濫危険水位に達し、ほぼ同時に大

規模地震が発生する複合的な災害を想定し、

水害対策避難訓練や集団避難行動訓練を中心

に、実践的な訓練内容を計画しております。 

 大規模な災害が発生した場合、行政はもち

ろん全力で対応に当たりますが、住民一人一

人が自助・共助の意識を持って自分自身の身

を守るための行動をとり、近隣住民が互いに

助け合うことが不可欠となります。こうした

訓練を通して防災意識を再確認するとともに、

地域における災害への対応力を高めていただ

きたいと考えております。 

 今後も、台風のほか突発的な集中豪雨の発

生などにも対応できるよう、引き続き災害に

対する備えを強化してまいります。 

 去る７月 28 日、第 42 回内灘町民夏まつり

を蓮湖渚公園にて開催いたしました。ことし

は台風の影響を考慮し花火の祭典を翌日に変

更いたしましたが、幸いにも天候に恵まれ、

多くの方々に来場していただきました。 

 はまなす歌謡祭は歌手の岩崎良美さんをメ

ーンゲストに迎え、幅広い世代に軽快な歌声

を楽しんでいただきました。その後のおどり

の夕べでは、色とりどりの浴衣姿の参加者が

民謡協会の歌や演奏と一体となって夏まつり

を大いに盛り上げていただきました。 

 また、翌日の花火の祭典では、水中スター

マインが昭和 56 年以来 37 年ぶりに復活し、

河北潟の湖面を鮮やかに彩るなど、水辺に近

いこの会場ならではの趣向を凝らした演出を

行いました。会場に集まった来場者の皆様に

は、間近で見る迫力ある大輪の花火を存分に

堪能していただけたことと思います。 

 また、役場周辺や道の駅、白帆台地区など

の高台からも多くの方々にごらんいただくな
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ど、２日間にわたって真夏の祭典を楽しんで

いただきました。 

 さて、ことしの夏は各地で大変な猛暑とな

りました。内灘町でも、７月から８月にかけ

て熱中症で消防の救急搬送を受けた人数が

10 人となるなど、健康面での被害の報告も

例年より多く見受けられております。 

 また、全国的には暑さによる子供の健康被

害も相次ぎました。 

 ７月には、愛知県で校外学習から戻った１

年生の男子児童が熱射病で亡くなるという痛

ましい事故も起きました。 

 子供は、日常生活において大人よりも地面

との位置が近く、地表からの熱を受けやすく

なり、一層注意が必要となります。 

 こうした中、全国の小中学校でエアコンの

設置が重要な課題となってきております。 

 町では、かねてより小中学校における空調

設備の導入を進めており、昨年は内灘中学校

の普通教室及び特別教室に空調を整備いたし

ました。 

 また、小学校につきましては、今年度開校

した白帆台小学校に空調を整備しております。

町内５つの小学校につきましても、国の補助

採択を要望するなど、現在、設置に向け準備

を進めているところでございます。 

 さて、ことしの内灘中学校生徒の皆さんの

スポーツ分野における活躍は目覚ましいもの

がございました。 

 北信越大会や県大会での優れた成績により、

野球部や柔道部及び男子陸上競技部で全国大

会への出場を果たしました。全国大会でも日

ごろの練習の成果を発揮し、陸上競技リレー

では準決勝に進出するなどの好成績を上げま

した。 

 また、高校生でも、本町在住の遊学館高校

２年生の上田樹選手が 17 歳以下のサッカー

日本代表に選出されました。上田選手は、小

学校４年生から内灘町サッカースポーツ少年

団でサッカーを始め、内灘中学校進学と同時

にツエーゲン金沢の下部組織に入り、このた

び、日本代表のゴールキーパーとしてチェコ

で行われた国際大会に出場し活躍されました。 

 国際大会や全国大会など大きな大会での経

験は、何事にもまさる財産となります。選手

の皆様には、この貴重な経験を生かして、よ

り一層の活躍を期待するとともに、これから

も町民の皆様が元気になるような明るい話題

を提供していただけることを願うものでござ

います。 

 次に、平成 29 年度決算に基づく町の財政

状況についてでございます。 

 財政状況を示す指標のうち、財政の弾力性

をあらわす経常収支比率につきましては、

92.1％で、前年度より 1.3 ポイント改善して

おります。 

 また、歳入面で普通交付税が減となったも

のの、歳出面で職員の定年退職者数が減少し

たことにより、退職手当組合負担金が減額と

なったことや、ごみ処理施設建設経費につい

て償還完了に伴い負担金が減少したことが要

因となっております。 

 実質公債費比率につきましては 8.9％で、

前年度より 0.1 ポイントの増とほぼ横ばいと

なっております。 

 将来負担比率につきましては、79.1％で前

年度より 26.5 ポイントの増となっておりま

す。これは、白帆台小学校建設に係る地方債

の借入に伴い地方債現在高が増加したことや

公共下水道事業に対する繰出金が増加したこ

とによるものでございます。 

 このように平成 29 年度決算に基づく財政

指標につきましては、経常収支比率や将来負

担比率において多少の増減はありましたが、

健全化判断比率では実質赤字比率及び連結実

質赤字比率に赤字が生じておらず、実質公債

費比率及び将来負担比率につきましても早期

健全化基準を大きく下回っており、財政の健

全性を維持している状況でございます。 

 しかし、歳入面では全国的な災害の多発や
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経済情勢の影響等により交付税や税収などの

見通しは不透明であり、歳出面でも高齢社会

の進展に伴う社会保障経費の増加のほか、小

学校の大規模改修や老朽化した施設の更新な

どで多大な財政負担が見込まれます。 

 継続的な町民サービスを提供するためには、

さらなる財政基盤の安定が不可欠となります。

今後も引き続き自主財源の確保に努め、行政

経営の効率化を図るほか、事業の推進に際し

ましては有利な財源の活用を積極的に行うな

ど、財政規律を緩めることなく行政運営に取

り組んでまいります。 

 それでは、ただいまから提出議案に対する

提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第 50 号 平成 30 年度内灘町一般会計

補正予算（第２号）につきましては、歳入歳

出それぞれ１億 9,407 万 3,000 円を増額し、

歳入歳出予算の総額を 96 億 6,086 万 5,000

円とするほか、地方債の補正をあわせて計上

するものでございます。 

 補正の主な内容といたしましては、総務費

関係では、来年の元号変更に対応するための

情報システム管理業務委託料並びに寄附金を

受けての防犯カメラ設置工事費及び町税還付

金を計上いたしました。 

 民生費関係では、子ども・子育て支援事業

計画の見直しのためのニーズ調査業務委託料

のほか、特別保育事業に係る返還金等を計上

いたしました。 

 衛生費関係では、救急医療の確保及び地域

医療の充実を図る観点から、周産期医療を行

う公的病院などに対する運営費補助金を計上

いたしました。 

 農林水産業費では、畑地かんがい施設に係

る修繕料を計上いたしました。 

 土木費関係では、補助制度の改正に伴う既

存建築物耐震改修工事費等補助金の増額補正

のほか、除雪機械の台数確保を図るため、除

雪車の借上料を計上いたしました。 

 消防費関係では、第一分団格納庫の設備修

繕料を計上いたしました。 

 教育費関係では、中学校部活動の全国大会

出場等に伴う大会出場補助金を計上いたしま

した。また、文化会館における耐震改修につ

いて、耐震基準の運用変更に伴う工法等の見

直しによる増額補正を計上いたしました。 

 歳入の主なものといたしましては、普通交

付税の交付額確定に伴う増額補正のほか、住

宅等の耐震化への補助制度の改正に伴う国県

からの補助金などを計上いたしました。 

 議案第 51 号 平成 30 年度内灘町国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、元号変更に伴う電算業務委託料のほか、

ヘルスアップ事業について国の補助申請に対

応するための事業費の増額補正を計上いたし

ました。 

 議案第 52 号 平成 30 年度内灘町介護保険

特別会計補正予算（第１号）につきましては、

前年度事業の精算に伴う国県への返還金など

所要の補正でございます。 

 議案第 53 号 平成 29 年度内灘町水道事業

会計未処分利益剰余金の処分につきましては、

地方公営企業法の規定に基づき、未処分利益

剰余金について積み立て及び繰り越し等を行

うものでございます。 

 議案第 54 号 内灘町地域包括支援センタ

ーにおける包括的支援事業の実施に関する基

準を定める条例等の一部を改正する条例の一

部を改正する条例につきましては、国の省令

改正に合わせ、主任介護支援専門員の定義を

定めた経過措置を改めるものでございます。 

 議案第 55 号 財産の取得につきましては、

クレーン付資機材搬送車１台の購入において、

指名競争入札の結果、落札者となった企業と

契約を締結するため、議会の議決を求めるも

のでございます。 

 次に、認定第１号から認定第７号までの７

件の認定につきましては、平成 29 年度内灘

町一般会計、特別会計及び水道事業会計の決

算認定に関する案件であり、それぞれ監査委
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員の意見をつけて議会の認定に付するもので

ございます。 

 報告第４号 平成 29 年度決算に基づく内

灘町健全化判断比率等につきましては、内灘

町健全化判断比率及び資金不足比率を算定し

たので、監査委員の意見をつけて報告するも

のでございます。 

 報告第５号 社会福祉法人内灘町福祉会の

経営状況について、報告第６号 社会福祉法

人内灘町社会福祉協議会の経営状況について、

以上２件につきましては、地方自治法第 243

条の３第２項の規定により、出資法人の経営

状況を説明する書類として、平成 29 年度に

おけるそれぞれの事業報告及び決算並びに平

成 30 年度事業計画及び予算を報告するもの

でございます。 

 以上、今回提出いたしました議案の提案理

由並びにその概要でございます。何卒慎重に

ご審議いただき、適切なるご決議を賜ります

ようお願いを申し上げまして、私の説明を終

わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○議長【恩道正博君】 提案理由の説明は終

わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【恩道正博君】 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 お諮りいたします。議案調査のため、あす

５日は休会にいたしたいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【恩道正博君】 ご異議なしと認めま

す。よって、あす５日は休会とすることに決

定いたしました。 

 次回の本会議は９月６日午前 10 時から開

き、提出議案に対する質疑、決算特別委員会

の設置及び委員の選任並びに町政に対する一

般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後１時 29分散会 

 


